
ユーザ工学と経験工学

１．はじめに

　経験工学という言葉は「経験の蓄積と継承によっ
て、機能性、安全性、利便性などを高めていく工学の
手法」（goo国語辞書）といった意味で、建築や土木、
水理学などの領域で使われることが多いようだ。しか
し、それなら経験的工学（experience-based engi-
neering）と言ってもいいように思う。
　工学という接尾辞をつけた言葉には多様なものがあ
り、既存の経験工学のように「～を利用した」工学、
人間工学のように「～に関わる」工学、教育工学のよ
うに「～を改善しようとする」工学などの意味をもつ
熟語となっている。たとえば、人間工学は技術によっ
て人間を改善し改造しようとする学問ではないのであ
り、こうした区別をする必要がある。
　この枠組みにしたがうと、ユーザ工学1，2）は「ユー
ザに関わる」工学であったが、経験工学は3）「経験を
改善しようとする」工学という意味で用いるものとい
える。
　本稿では、まずユーザ工学成立の経緯を辿り、それ
とUXという概念の関係を明示し、ついで経験工学と
いうものをどのように位置づけるべきかを論じる。

２．UXとユーザ工学

2.1　ユーザビリティと経験、そしてUX
　経験という概念については長い哲学的な議論の歴史
があるが、心理学的に考えれば、「受動的または能動
的に行動した際に、感覚や知覚のプロセスを経て主体
に認知され、その多くは記憶され、意識的、無意識的
に想起される情報であり、多くの場合、感情価（va-
lence）が付与される」とでも要約することができる
だろう。
　これはもちろん哲学が心理学に還元されてしまうと
いう立場から言っているのではなく、実践的で実用的
な工学においては、多くの人々が了解し納得しうる定
義があった方が便利だろう、という実利的な目的から
である。
　この経験という言葉を用いて、1993（ないし1998）
年に米国で生まれたUser Experience （以下UXと略
記）という概念が日本にも流入した。その基本的な発
想は、ものづくりの原点に関係するもので、幾ら「モ
ノ」を完璧に作ろうと努力したところで、結果的にそ
れを使う人々が、その「経験」のなかで満足できなけ
れば意味がないだろう、という点にある。UXという
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概念の登場以前は、設計関係者の関心はユーザビリテ
ィという概念に集中していたが、ユーザビリティを目
指した活動は、ものづくりの際にその「モノ」のca-
pabilityを最大化することを目指すことまでしかでき
ない。しかし、capabilityはあくまでも可能性であり、
一般的なユーザビリティの高さは利用目的を含んだユ
ーザの特性や、利用の状況によって影響され、それが
実経験となる。したがって、capability を高めること
は重要だが、それ以上に、結果としての「経験」の良
し悪しが問題になる、というわけである。
　現在、UXという言葉は、マーケティング関係者、
デザイナー、ウェブサイト設計者、ユーザビリティ関
係者、品質工学関係者、サービス工学関係者などの間
で頻繁に用いられるようになっている。これについて
は直接「UX」という表記で日本語の文脈中に使用す
るケースが最も多いが、和語にする場合には「ユーザ
エクスペリエンス」とする場合の他、「ユーザ体験」
とか「ユーザ経験」と訳す場合がある。この点につい
ては補遺を参照されたい。本稿ではUXとして表記を
統一する。
　具体的にいえば、まず製品の場合、ユーザが製品を
「経験」する際には、一度だけ使ってやめてしまう場
合もあるが、何回も、また数ヶ月、数年間にわたって
反復的ないし持続的に使用する場合がほとんどであ
る。サービスの場合には、Zeithamlたちが指摘するよ
うに4）、一回だけ利用する場合が製品の場合よりも多
いが、それでも同じコンビニを利用する、同じファミ
レスを何回も利用するというように、持続的ではなく
ても反復的に同じ経験を繰り返すことが多いため、そ
れを経験と呼んでもいいだろうと考えている。
　UXという概念の定義には多様なものがあるが5）、
UXという語が1998年にアカデミアに登場6）してから
1 2年後の2 0 1 0年になってようやく標準化された
ISO9241-2107）のものが、まあ妥当と考えられる。こ
の規格は2016年度にはまだJIS化の作業が進行中で、
日本語訳がないので、英文でその定義を示すと次のよ
うになる。
user experience
　personʼs perceptions and responses resulting from 
the use and/or anticipated use of a product, system or 
service
　なお、ここでは「ユーザの」と書かれておらず、
「製品やシステム、サービスを利用した結果」による
「人々の知覚や反応」と「人々」という言葉を使った
表現になっている。これは、一般的な意味での経験と
いう意味を込めてのものであろう。もともと、この規
格は、以前のバージョンであるISO134078）に、UXや
サービスという概念を追加したもので、基本はユーザ
ビリティに関する規格になっている。そのため、UX
については不十分な記述が多い。
　そうした経緯から、ユーザという概念については、
ISO/IEC 250109）の定義を参照する方が適切といえる。
そこでは、直接ユーザと間接ユーザが区別され、直接

ユーザは、さらに一次ユーザと二次ユーザに区別され
ている。表１にISO/IECの定義を拡張したものを掲げ
るが、直接ユーザは、直接人工物とインタラクション
する人達、間接ユーザは、直接人工物とのインタラク
ションは行わないが、その結果を受け取る人達であ
る。一次ユーザは、当該人工物を目標達成のために利
用してインタラクションをする人達だが、筆者はさら
に能動的一次ユーザと受動的一次ユーザに区別される
ものとした。二次ユーザは、目標達成のためではない
が、副次的な目的のためにインタラクションを行う人
達である。なお、受動的一次ユーザと間接ユーザは時
に紛らわしいが、前者は当該人工物とのインタラクシ
ョンをリアルに共有する場合、後者はそうでない場合
と考えれば良い。
　なお、UXに関与する活動領域の一つとして重要な
位置を占める人間中心設計（HCD：Human Centered 
Desgin）について、ISO9241-210には「Human-cen-
tred design aims to achieve a good user experience by 
considering it throughout the design process」（6.4.1）
という記述があり、HCDは良いUXの達成に関与する
領域であると明記している。ただし、これはHCDサ
イドからの見方であり、UXを達成するためのアプロ
ーチには、他にUXD （UX Design）といったものもあ
るし、デザイン思考という考え方もある。

2.2　ユーザと生活者
　筆者がユーザ工学を提唱したとき、生活工学という
表現も候補として考えられた。ユーザ「に関する工
学」でなく、生活（の質）「を改善する」工学という
意味である。しかし、既に人間生活工学研究センター
（HQL）が人間工学的な研究を人間生活工学と呼んで
いたこと、家政学との混同が起きる可能性を考慮し
て、ユーザ工学という名称を選択した。
　ただ、生活者という考え方を捨て切っている訳では
ない。ユーザというのは生活者の一側面であり、人工
物を利用する場面における生活者のことである。その
意味ではユーザより広義な概念であるし、筆者として
はそこまで話を拡大したいという気持ちがあった。
　生活者という言葉はなかなか良くできた和語である
と思う。しかし、これにぴったり該当する英語はな
い。時にconsumerとされることがあるが、これはも
ちろん消費者という訳のほうが適切である。ordinary 
peopleとかordinary citizenという訳語があてられるこ
ともあるが、いささかニュアンスが異なるように思
う。
　このように英語では表現しにくい言葉であるが、後
述するサステイナビリティなどとの関連では、ユーザ
という表現より生活者という表現の方がぴったりする
ように思っている。

2.3　ユーザ工学とUX
　ユーザ工学は、ユーザ「に関する」工学であるが、
基本姿勢としては、ユーザの様々な生活シーン「を改
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善する」工学でもある。生活者工学ないし生活工学と
いう表現を考慮したときには、そのことが頭にあっ
た。
　現在筆者の考えているユーザ工学は、表１に列挙し
たすべての種別のユーザを対象とする。これに対し
て、たとえばNielsenが提唱したユーザビリティ工学10）

は、能動的一次ユーザを念頭においたものである。そ
れは、能動的一次ユーザが人工物との間で行うインタ
ラクションにおいて、使いにくかったり、分かりにく
かったりすることを無くそうとするアプローチだから
である。ISO9241-210の旧版であったISO1340711）は、
HCDという概念を提唱しているが、まだUXという概
念が流布していなかった時期に標準化されたため、実
質的にはNielsen同様のユーザビリティ工学に関する
プロセス規格であった。
　1999年に共立出版から出した『ユーザ工学入門』は
まだそのあたりの概念整理ができておらず、実質的に
はHCDの紹介本のようなものになっていたが、2017
年にCRC Pressから出版した本では本来あるべき形に
なっている。
　特にユーザの多様性という点に関しては、ユーザビ
リティ工学と同時期に話題になったユニバーサルデザ
インの考え方を取り入れている。ユニバーサルデザイ
ンという活動領域には、障害者対応を行ってきたアク
セシビリティ関係者が多かったことから、当初のユニ
バーサルデザインは、実質的にアクセシビリティデザ
インと言ってもいいものだった。その後、加齢にとも
なう能力低下が障害に類似したところがあるという考
え方から、ユニバーサルデザインでは障害者と高齢者
を対象とするようになったが、筆者の観点からすれ
ば、LGBTの問題も、文化差や言語表記などの問題も、
多様性に対するデザインとしてのユニバーサルデザイ
ンが扱うべきものであると考えられた。そこで、ユー
ザ工学において、人間の多様性を、特性、志向性、環
境・状況の３系統にまず区別し、それぞれの多様性に
対するデザインが必要であると主張するようになり、
2017年の本においては、そのようにして多様性を位置
づけている。
　また、現時点でのユーザ工学は、ユーザビリティだ
けでなく、UXの向上をも目指すものと位置づけてお
り、その点では経験工学の考え方に近いものになって
いる。ISO/IEC 25010を参照することによって、現在
の筆者の考え方は、設計品質と利用品質を区別するよ
うになっており、ユーザビリティは設計品質の一部、

UXは利用品質に関係する概念、と区別している12）。
ユーザビリティを含む設計品質の向上は、UXの向上
に不可欠ではあるが、そのための十分条件ではなく、
そのため、ユーザビリティの評価だけでなくUXの評
価が必要になる。
　したがって、たとえばユーザビリティ評価の手法と
して普及しているユーザビリティテストは、設計品質
の一部を評価する手法であり、一部の人々が行ってい
るように、それをUX評価のための手法として利用す
るのは不適切といえる。

2.4　UXの評価とERM
　この理由から、筆者はUXの評価法を調査し、それ
らをリアルタイム手法（Type R）と記憶ベースの手
法（Type M）とに区別した。後者は回顧的手法と呼
んでも良い。
　Type Rとしては、Csikszentmihalyiらによって開発
されたESM（Experience Sampling Method）13）が典型
であるが、Karapanos達のDRM（Day Reconstruction 
Method）14）やKurosu & HashizumeのTFD（Time 
Frame Diary）15）などの日記法もそれに含まれる。
　Type Rの手法には、記憶における忘却や歪曲とい
う問題が発生せず、その時のユーザの考え方や感情を
ダイレクトに聞き取ることができるというメリットが
あるものの、ユーザの生活に対する侵襲性の故に、あ
まり長期間続けて用いることは困難である。
　Type Mとしては、von Wilamowitz-Moellendorffた
ちのCORPUS16）や安藤の利用年表共作法17）、Karapa-
nosたちのiSCALE18）などがあるが、筆者が注目した
のは、KujalaたちによるUX Curve19） である。UX 
Curveは、横軸に時間、縦軸に製品の魅力、使いやす
さ、ユーティリティ性、それに利用頻度をとり、人工
物の利用開始時点から調査時点までの評価をユーザに
曲線で描かせ、それぞれの曲線の変曲点でのエピソー
ドを聞き出す手法である。
　Type Mの手法には、記憶における忘却や歪曲、抑
圧といった問題が影響している可能性はあるものの、
数ヶ月、数年にわたる経験を調査できるというメリッ
トがある。また、記憶の影響についても、「現在の時
点から過去を振り返った時の評定値」を得ているもの
と解釈すれば、忘却や歪曲や抑圧は、それなりの現在
の評価を構成する要素であると考えることができる。
「～ということはあったけど、大きくいえば私は現在
もこの製品（またはサービス）を好きである（あるい

表１　ユーザの種別（ISO/IEC 25010から改変）
ユーザ種別 注射器 タクシー MRI, CT プロジェクタ スマホアプリ

直接ユーザ
一次ユーザ

能動的一次ユーザ 看護師 運転手 検査技師 教師、講演者 送り手
受動的一次ユーザ 患者 乗客 患者 学生

二次ユーザ 購入担当者
廃棄担当者

購入担当者
整備担当者

購入担当者
整備担当者

購入担当者
整備担当者

間接ユーザ 医師 受け手
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は嫌いである）」という評価を得る手法であるといえ
るのだ。
　しかしながら、UX Curveには、以下のような欠点
があった。
（1）横軸の時間は等間隔とはみなせない
（2）縦軸の値が筆の勢いに影響をうける
（3）座標を決めてから線を描いていない
（4） 同様のカーブを3（4）回描くので飽きや慣れがで

る
（5）予期的UXについて記入させていない
（6）総合的な経験評価値を適切に反映できない
　これらの欠点を克服するために、黒須20） は、UX 
Graphという変法を提案し、さらにKurosu and Hashi-
zume21）は、そのオンラインツール化を行った。具体
的には、上記の問題点それぞれについて、次のような
改善を行った。
（1）時間軸を等間隔に設定した
（2） 縦座標は連続量でなく＋10から－10の離散量とし

た
（3）座標値を求めてからグラフを描かせた
（4） 総合的UX指標として満足度のグラフだけを求め

た
（5）利用開始の前に期待の欄を設けた
（6）特に改善できず
　特に（6）については、UX CurveもUX Graphも連
続的な曲線で表現する方法をとったため、局所的な値
の変動が直接現れてしまい、大きな満足感のうねりを
把握するには不適当だった。
　そこで、黒須と橋爪22）は、カーブやグラフのような
視覚的表現を採用せず、個別のエピソードに対する満
足度評価値を求めるERM（Experience Recollection 
Method、経験想起法）を提案した。ERMでは、時間
的経緯を7つのブロックに分割した。利用開始前、利
用開始時点、利用開始してしばらく、その後の利用期
間、最近、現在、近未来の予測、である。そして、そ
れぞれのブロック内では、詳細な時期を記入する必要
はなく、＋10から－10の満足度評定を各エピソードに
対して求める。
　UX Graphについては300以上のデータを集めて分
析を行ってきたが、ERMについてはまだその一割程
度のデータしか収集していない。ただし、その時点で
も次のようなことは考えられる。
　ERMの特徴は、まず一番に、グラフやカーブを無
くしたことだが、それはUX評価の結果をどのように
利用するかということに関係している。
　図１に、ビジネスプロセス（グレー地）と利用プロ
セス（黒地）を組み合わせたものを示す。ビジネスプ
ロセスは、企画から始まり、設計、製造、販売という
ステージを踏む。いわゆるユーザビリティ評価は、あ
くまでも設計というステージのなかの評価プロセスに
関係するものである。
　このビジネスプロセスと並行して、製造や販売のス
テージに相当する時期に、企業からは様々な情報がユ

ーザ（消費者）に提供され、ユーザはその製品に対す
る期待を抱く。これが本稿の冒頭で述べた予測された
経験である。
　しかし、その段階はユーザの経験全体からすればご
く一部に過ぎない。ただ、その期待は購入につながる
ものであるため、企業が予期的UXに血道をあげるよ
うになっている。
　利用プロセスでは、購入後、一部の製品やサービス
を除き、長い利用期間に入る。これはユーザビリティ
テストでは探ることのできない長さである。一般に、
UX評価はこの時期に行われるが、場合によっては、
様々な理由によって廃棄された後で行われることもあ
る。
　こうした実利用に関する調査が、企業側が行うユー
ザ調査に対応する。そして、その情報は、企画段階や
設計段階のなかの利用状況の把握の段階にフィードバ
ックされる。
　このような利用法を考えるなら、UXカーブやUX
グラフが持っていたようなビジュアルな魅力には欠け
ていても、製品やサービスのどのような側面がどのよ
うに評価されたかを確認できるという意味で、ERM
は企業活動において有効なツールになりうる。
　重要なポイントは、マイナス評価を受けた点につい
て改善を行うことは言うまでもないが、プラス面につ
いては、次期バージョンで「改悪」をしないように注
意することである。「せっかく慣れたのに、なんだか
良くわからないインタフェースになってしまった」と
いった声を聞くことはしばしばあるが、こうしたこと
自体、新製品にとってはネガティブな経験になってし
まうからだ。
　こうした使い方を考えるなら、ビジュアルなグラフ
やカーブになっていなくても、企業にとっては十分に
有用な経験値を得る手法といえるだろう。
　なお、図２として、カナダで実施した際のERMシ
ートの実例を示す。この例では、７つのブロックの全
てが一杯埋められてしまっている。つまり、ブロック
内に用意された行数で回答が制限された可能性が考え
られる。また、エピソードの記述が手書きであるため
に読みにくいという欠点もある。そのため、現在で
は、自由に行を追加できるようにしたオンライン版の
開発を行う計画をもっている。

３．経験工学

3.1　経験工学の考え方
　これまで書いてきたように、ユーザ工学で重視した
UXの評価については、ERMで一応の決着を見つつあ
ると考える。ただ、2.3に書いたように、ユーザ工学
はあくまでもユーザとしての経験のあり方の最適化を
目指すものであり、より広範な概念である生活者とし
ての経験のあり方に関するものではない。生活者には
人工物のユーザとしての経験もあるが、生活における
それ以外の多様な場面での経験がある。それらの点を
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無視して、ユーザとして接する人工物の最適化だけを
目指していていいのだろうか、という疑問がわいてく
る。経験工学は、そうした反省にもとづき、経験全般
の最適化を目指そうとするものである。
　その視野のなかには、当然、消費者としての経験、
ユーザとしての経験が含まれているが、さらに生活者
としての経験や市民、国民としての経験なども含まれ
る。これらは大規模な社会システムとのインタフェー
スにおける問題といえるから、ユーザ工学の扱う範囲
に含まれているともいえるのだが、通常、UXを論じ
る際には、主としてコンピュータとのインタフェー
ス、ないしコンピュータを利用したシステムとのイン
タフェースが扱われている。近未来的には生活者や市
民、国民としての経験もコンピュータとの関わりが強

くなるため、それらをユーザ工学の対象範囲として扱
うことができるが、経験工学がユーザ工学と異なるも
う一つの側面は、「に関する」工学から「を改善する
ための」工学への変化である。いいかえれば、UXD
（UXデザイン）という微妙な領域が扱おうとして扱い
きれていない問題を、その方向で社会システムに拡張
して考えようとしているものともいえる。次に具体的
な問題領域を見ていきたい。

3.2　政治システムのあり方
　政治の問題としてまず取り上げたいのは、代表民主
制のあり方、政党政治のあり方である。現在行われて
いる代表民主制は、代表を選んで、あとは「お任せ」
をするというシステムであり、市民、国民は、政治的

図 2　ERM実施例のサンプル（2016.8 Toronto にて）

図 1　ビジネスプロセスと利用プロセス
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いる。その根底には、いずれ資源が枯渇することもあ
るだろうが、それは自分の時代でも自分の子ども達の
時代でもなく、もっと先だろう、という無責任さであ
る。自分だけの経験でなく、未来の世代の経験をも背
負おうという責任感が欠落している。この点が経験工
学との接点となる。

3.4　人口問題
　医療の進歩と（大まかに言えば）平和な時代の到来
によって、世界の人口は増え続けている。そのなか
で、自然でない死は悲惨なことであり、誕生は喜ばし
いことであるという常識的感性は、どこまで通用する
ものなのだろうか。そもそも、子宝という言葉が生ま
れた時代は、乳幼児死亡率の高い時代でもあった。乳
幼児死亡率が低くなった現在、そして資源が枯渇しよ
うとしている現在において、出産はめでたい出来事な
のだろうか。
　生まれた人間は成長しようとする。そして成長の過
程で食料を要求し、物品を要求する。それを許容でき
るだけの食料生産力やエネルギーや資源の供給力があ
るかどうかとは関係なく、人間は生きていこうとす
る。そして、「世間並み」のQOLを要求するようにな
る。いずれは、例えばソマリアに住む人達まで、大ト
ロの寿司を食べたいと主張するようになるかもしれな
い。しかも、いったん生まれた以上、命を失うことは
悲しいことであり、悲惨な死は避けたいという通念が
ある。これでは世界中の人々は、最終的には全員が手
を携えて奈落に落ちていくしかないだろう。
　中国で行われていた一人っ子政策は、抜け穴があっ
たとはいえ、政治の力により国の未来を担保しようと
する一つの実験であった。しかし、近未来的な年代別
人口構成のアンバランスの問題などから、結局は失敗
に終わってしまった。根本に、その政策を制約と受け
止める民意が強くあったことと無関係でもないだろ
う。
　また人工知能やロボット技術の進展によって、すで
にルーチン的な単純作業は機械に取って代わられてい
るし、いずれは内科医師による診察とか、デザイナー
によるクリエイティブな（と思われている）デザイン
作業も、コンピュータによって代替される日がくるだ
ろう。製造業だけでなく、サービス業においても、労
働の機会が人間から奪われていくだろう。こうした状
況では、余剰人口を適切なレベルに減らす努力こそ必
要となる。日本の人口が減少しているからと騒ぐ必要
はないのだ。むしろ現在の日本は望ましい方向に向か
っていると考えるべきではないのか。
　こうした時代において、人類は心の構えを変える必
要があるだろう。死が悲惨であり、避けたいことに変
わりない以上、やはり出生率を低下させ、人口増加を
抑制するしかない。そのためのマインドセットの切り
替えは、人類が可能な範囲においてポジティブな経験
を積むための必要条件であり、その方向性を社会に知
らしめ、その自覚を促すことも経験工学の課題といえ

な関与を選挙以降は遮断され、政治的な無責任さを強
要されているとすらいえる。しかも各代表は原則とし
て所属政党の方針にしたがう。選挙の時点で明らかに
されていなかった、あるいは重点が置かれていなかっ
た政策に関しては、多数を占める政党の思うがままに
なってしまう。この現状を是認しつづけることはでき
ないだろう。
　短兵急にICTを導入した直接民主制に移行すること
は、さまざまな問題を引き起こすだろうが、技術は進
歩しうるし、また事実、進歩する。そうであれば代表
民主制や政党政治という政治の根幹に関わる部分を、
ICTを活用してどうしてゆけばいいのかを考えるべき
だ。これは市民、国民としての経験を質の高いものに
するための工学的課題だといえる。
　そもそもそのベースになっている多数決という仕組
みについても再考すべき余地がある。過半数ルールが
あったり2/3ルールがあったりするが23）、反対派は、
そのルールにのっとって投票したのだから、と多数派
の決定に従うことを強要されている。しかし過半数ル
ールで、49票対51票という場合と、10票対90票という
場合を同等に扱っていいのか、という問題がある。こ
れはシステム工学的な課題であるとも考えられるが、
１か０かでなく、多数決における比率に応じて何らか
の「あいまいさ」を許容するようなシステムがあって
も良いのではないか。数学的な素養の乏しい筆者には
経験工学の課題のひとつであろう、としか言えないの
だが。

3.3　消費社会のあり方
　現在の世の中では、社会が回ること、経済システム
が活性化することが望ましいとされている。しかし、
我々の世界の大半のロジックは、再生産システムでは
なく、消費システムから構成されている。これはいわ
ゆるサステイナビリティの問題に関わるが、ここにも
経験工学が関与すべきと思われる。
　たとえば、現在、地下資源は（いずれ枯渇するだろ
うと考えられながら）掘削されつづけている。地下資
源をもとにした地上資源の比率を高めようというリサ
イクル運動はあるものの、それは100％の回収ではな
いため、資源枯渇を遅らせるだけの効果しかない。石
油やシェールガスなどの燃料資源は消費するだけだ
が、エチレンをベースとするプラスチックや金属など
の材料資源ですら、リサイクルをしてもいずれは枯渇
する。以前、この話をデザイナーに話す機会があり、
我々には枯渇を遅らせることしかできないが、せめて
100年間はもつような耐久性の高い製品を作りません
か、と話したことがある24）が、デザイナーの共感を得
ることはできなかった。やはり、新しいものを作って
こそ評価される世界の人達だったからだろう。
　人類は「備え」という概念を忘れてしまい、消費に
突き進んでいる。「消費は美徳」というのは1959年の
流行語大賞になった表現だが、それ以降、消費者は広
告代理店や企業、特に製造業界に突き動かされ続けて
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システムは、一定の品質要件を満たさない論文を排除
することを目的としていたように考えられるが、ジャ
ーナルや査読付きの会議の場合には、採択枠、これを
仮にNとするなら、その物理的な制約から、上位N件
の論文だけを採択するシステムへと変化してきてしま
っている。レベルが高いとされる学会、たとえば筆者
の関連する領域ではACMのSIGCHIなどはその典型的
な例となっている。
　しかし、特に発展途上の時期にあり、包含する範囲
が拡大しつつある分野では、こうした現状は、有効な
アカデミックコミュニケーションの可能性を狭める結
果につながっている。紙という材料を用いる必要がな
く、輸送コストもかからないオンラインジャーナルの
ような形態がさらに普及し、また国際会議などでも、
旅費の工面を考える必要がなく、リアルタイムでなく
ても有効な議論ができるオンライン会議の可能性をも
っと追求することが、研究者としての質の高い経験に
つながることだろう。
　また、様々な面で権利意識が徐々に高まりつつある
現状では、資料に関わる著作権の問題も、自由な研究
や教育の発展という観点から見直されるべきだろう。
研究や教育が治外法権を持った特権的領域であるとは
いえないだろうが、現状では、著作権や所有権による
保護が行き過ぎているように思う。たとえば、美術品
やキャラクターの写真をネット教材に用いる場合と
か、映画のシーンを利用する場合がそうだし、出版物
における図表や本文の引用に関わる複製許諾の手続き
の煩雑さもそうと言えないだろうか。不平を漏らしな
がらも手続きを遵守しているだけでは、問題は解決し
ない。研究者としての不快な経験に積極的に立ち向か
うことにより、可能な限り低減することが重要であ
る。
　なお、筆者の個人的所感という性格が強いが、明治
以来の日本における拝欧米主義、いや遡れば中国や朝
鮮から文物や思想を輸入してきて以来の拝外主義（排
外主義ではない）のメンタリティも、そろそろ自覚的
に改善すべきものではないだろうか。日本は加工や改
善の技に優れており、Kaizenというローマ字語は世
界に知られているほどであるたとえば25）。近年、Sushiや
Tempura、Fujiyama、Geisha、Harakiriだけでなく、
Anime、Manga、Karaoke、Kawaiiなどという文化風
俗も、またKanseiという学術的概念も、日本からの概
念輸出が行われるようになったが、アカデミアにおい
ては、いまだに外国の書籍を翻訳したり、外国で開発
された手法の日本版を標準化したりすることが業績と
見なされる傾向もある。筆者はそうした動向を見て、
なぜもっと自己主張しないのか、能動的に研究に向か
おうとしないのか、と腹立たしく思っている。もちろ
ん、素朴な排外主義や攘夷論に陥ることは耳を塞ぐだ
けの愚行である。
　翻訳や日本版の作成で研究者としての満足を得てい
るなら、それも致し方ないが、研究者として本来ある
べき経験がどのようなものであるかについての自覚

る。

3.5　メディアのあり方
　新聞が発行され、写真や映画が発明され、ラジオや
テレビという電子的メディアが普及するようになっ
て、それらのメディアが提供する情報量は膨大なもの
になった。そして、そのメディアの影響力を理解した
宣伝広告や政治的なプロパガンダや情報統制が行われ
るようになった。自己の感覚にもとづく限られた世界
に暮らしていた人類は、メディアの利用によって、そ
の認識世界、さらにはその経験世界が拡大した。そし
て、そうした状況のなかにインターネットが登場し
た。
　しかし、まだ我々はインターネットというメディア
を適切に使いこなすことができていないようである。
テレビやラジオでは放送時間枠という制約があった。
新聞にも紙面の枚数という制約があった。ジャーナリ
ズムはそのなかで情報を取捨選択し、選択されたもの
だけを報道していた。これに対してインターネットは
基本的に無制約の世界である。それにも関わらず、ネ
ット上の報道は、枠を設け、その範囲のなかで報道活
動を行っている。筆者はインターネットの登場によっ
て、日本ではマイナーと思われるような各国各地の情
報が豊富に提供されるようになることを期待したが、
その期待は裏切られた。たとえばオリンピックがあれ
ば、新聞やテレビはその枠内での相対比率をあげてオ
リンピックを報道する。それ以外の事件や出来事はオ
リンピック期間中には起きなかったかのような報道の
仕方である。しかるにネット新聞もまた、ランディン
グページの枠の大きさを制約事項としてしまい、それ
以外の情報にはマイナーな扱いをしている。紙面サイ
ズや時間枠がないのだから、もっと自由にランディン
グページを構成し、多様な情報を提供すれば良いのに
と思われた。事件や事故のその後はどうなっているの
か、報道されていない国や地域の状況はどうなってい
るのか、インターネット上といえども、そうした情報
が大きく欠落しているのが現状である。
　新しい話題にとびつく受動的情報吸収者だけを相手
にしているなら、それでいいかもしれないが、現在の
ような情報の流し方では、それ以外の人たちをも愚民
に育てあげてしまいかねない。人々の経験世界を適切
に構築するための基礎として、インターネットを中心
としたメディアのあり方が問われている。

3.6　アカデミアのあり方
　研究者の住む世界であるアカデミアについても、研
究者たちが、より適切な経験を積むことができるよう
にすべきである。
　まず査読というシステムの問題がある。現在の査読
システムでは、どのような査読者に割り当てられるか
が、その論文の採否に大きく影響してしまう。特に、
議論になっているようなテーマであれば、立場の違い
によって評価は大きく変化しうる。元々、査読という
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それに気がつかない。人類全体として見た場合、そこ
には二つの選択肢しかないだろう。
　ひとつは、取り組むべき課題に気づいた覚醒した人
々が強烈に持続的に問題意識を拡散し、さらにその問
題意識について社会全体で取り組むという姿勢ができ
あがり、そこに後述する信号検出理論26）のような、工
学的な、また時には社会科学的な知見から、解決のた
めの技術や制度化が提案され、試行され改良され、適
用されることである。その解決のための方策は、時
に、人々の短期的な満足感を損なうものかもしれない
が、人類としての長期的な視野にたった自覚があれ
ば、それを堪え忍ぶ姿勢ができる筈である。
　そして、もう一つの選択肢は、人類が問題点を自覚
することなく、自壊自滅への道を辿るというものであ
る。前者の道を選んでゆくためには、変革の意識を持
った有能な人材を育成することも重要であり、教育の
あり方を考える必要があるが、論点がずれてゆくの
で、ここではその指摘に留めておく。

3.8　信号検出理論の考え方
　さて、先に述べた信号検出理論（SDT：Signal De-
tection Theory）は、元々は通信分野において信号の
有無に関する尤度比を元に、基準となる尤度比との比
較によって信号の有無の判定を行う、というモデルだ
ったが、後に精神物理学に応用され、閾値という問題
についての再考を促すきっかけとなった理論である。
　心理学の一部である精神物理学では、従来、人間の
反応が「はい」から「いいえ」に変化する位置に対応
する物理的な値を閾値と呼んでおり、二つの刺激の違
いを区別する弁別閾においては、異同に関する判断が
それぞれ50％になる位置とされている。
　これに対してSDTでは、感覚閾と反応閾という異
なる概念を導入している。 まず刺激の有無（N：
NoiseとSN：Signal＋Noise）に対応した感覚閾（絶対
閾に対応するが、弁別閾にも拡張可能）は、重なりを
もった二つの正規分布で表現され、その平均値間の距
離（dʼ）が感覚閾とされる。感覚閾は一定の強さの刺
激（信号）に対しては一定である。それに対して、一
定の尤度比を基準として設定しておけば、任意の場所
の二つの正規分布の尤度から求められる尤度比との大
小関係で、その場所が信号あり（SN）とされるか信
号なし（N）とされるかが決定される。基準となる尤
度比は変化しうるもので、厳しく（できるだけノイズ
を信号と見誤ること─false alarmという─がおきない
ようにする）も、緩く（できるだけ信号を見落とすこ
と─missという─がおきないようにする）も設定が可
能である。この基準となる尤度比が反応閾であり、人
間の判断はこの反応閾にもとづいて行われている、と
いうことになる。
　具体的には、各刺激への判断に際して、その判断の
確信度を評定尺度により、たとえば7段階で答えさせ、
その確信度評定値をその判断の尤度比（の段階）とす
る。そして、その判断が刺激あり（SN）に対してな

を、特に若い世代に促すような覚醒的啓発を行うこと
も経験工学の課題である、と筆者には思える。
　さらに、いずれ、近い将来に、英語を公用語とする
という習慣も技術の進歩により是正されるのではない
かと期待している。各研究者は母語で発表を行い、そ
れを聞いたり読んだりする研究者は、自動翻訳の結果
を聞いたり読んだりすることができる時代がやってく
ると思うし、そう期待したい。最近はあまり見かけな
くなったが、以前は英語の品質が国際会議やジャーナ
ルでの査読基準に含まれていたし、現在でも英語の品
質が低ければ、内容的に優れていてもリジェクトされ
てしまう。それに対してアメリカやイギリスなどの研
究者は母語を使って発表ができているが、その態度は
英語を母語としない研究者の苦労に対して極めて無反
省なものであり、英語が非英語圏（特に日本）の研究
者におけるバリアとなっているのが現状である。研究
者としての、このようなネガティブな経験を少しでも
軽くしてゆくこと。これは経験工学がアカデミアに関
して取り組むべき課題であると考える。

3.7　経験工学の方法論
　3.2から3.6にかけて、経験工学が取り組むべき課題
領域の一部を列挙したが、それについてどのように取
り組むのが適切かという方法論については論じていな
かった。経験工学の根底には、ユーザ工学と同様に、
合理性への志向と権利の意識がある。方法論は、そう
した姿勢にもとづいて構築されなければならない。
　ユーザ工学においては、特に対価を支払った消費者
の立場から、当然の権利として、その対価に見合った
品質と、それを利用した時の満足感が要求される。そ
のためにUXの評価が重要になる。本稿ではUX評価
法としてERMの有用性を主張した。一般に、人工物
は、すこしずつの改良を加えられながら反復的に再生
産されてゆく。再生産されるまでの期間の長さは製品
やサービスの種類によって異なるが、基本、UX評価
にもとづいたフィードバックが次の再生産に反映され
れば、徐々に品質は向上すると期待できるし、その結
果として、ユーザの満足感も向上することになるだろ
う。
　経験工学の場合、ユーザ工学と比較して、まずユー
ザに限らず人間、さらには人類という拡大した視野で
考えることが必要となり、また対象も、一般の製品や
サービスから、社会システムのような大規模なものに
拡大してくる。大規模システムは、人間生活を包み込
んでおり、製品やサービスと比較して、その自覚や対
象化が困難である。世の中は「そうしたもの」なのだ
という意識は、問題の摘出を困難にし、無意識のうち
に人々をそこに没入させてしまう。たとえば、フラン
ス革命の場合には、農民の極度の困窮が状況への自覚
を促したし、明治維新の場合には、列強のアジア進出
という外的要因が覚醒の必要性をもたらした。そのよ
うな極端な、あるいは急激な社会的要因の変動がな
く、変化が徐々に進行する場合には、人間はなかなか
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プローチが必要になる根源は、遡れば、今の社会・経
済体制のあり方にあるように思う。
　当初、ユーザビリティ工学がその普及に苦労するこ
とになったのは、製品のユーザビリティを向上させる
ために必要な資金や人材や期間を充てることに開発セ
クションのマネージャ達が積極的にならなかったため
である。彼らの言い分は、ユーザビリティは大切かも
知れないが、ユーザビリティというのは使ってみてか
ら理解出来る性質のもので、それを売るときには消費
者に理解してもらえない。だから売上げに貢献しない
ことにリソースを宛てることはできない、というもの
だった。その当時は、いいものを使ってもらえれば、
その製品を作った企業に対する信頼感が増し、コーポ
レートアイデンティティ（CI）の向上にもつながる
という、今でいうUX論を展開しても無駄だった。当
時の企業の論理からすれば、直接的な利益がすべてで
あり、CIの向上は広告などによるコーポレートイメ
ージ戦略に任せればいいという考え方だった。
　それが徐々に変化したのは、21世紀に入って盛んに
なったウェブサイトの普及だった。ウェブサイトで
は、ビジュアルな魅力や掲載している情報の量や質も
問題であったが、何よりその操作にかかわるユーザビ
リティが重要であり、ランディングページに滞在して
くれる時間を増すためにはサイトのユーザビリティを
向上させることが必要と考えられたからだ。結局は売
上げ至上主義からの論理ではあるが、ユーザビリティ
に光が当てられるようになった時期である。
　その後、UXが関係者の間でバズワードになるにつ
れて、UXの向上が売上げの増加にとって重要だとい
う認識が強くなり、その結果、UXD（UXデザイン）
という領域が活性化した。しかし、UXDも、結局は
予期的品質の向上であり、実ユーザによる実利用場面
におけるUXの質が高まるかどうかは未知であり、ユ
ーザの満足度向上につながるという保証はない、とい
う点は等閑視された。
　要するに、売上げ至上主義やコマーシャリズムとい
う消費社会のロジックに適合する場合には、その範囲
において（限定的に）ユーザのことを考えることにし
よう、といった姿勢は変化していない。ビジネスエス
ノグラフィが流行するようになったものの、それは根
底からのユーザや消費者の理解を目指したものではな
く、あくまでも売れる商品やサービスを探求するため
の手段としてのものである。
　企業の人々は、職場を出れば一介の市民であり、消
費者や生活者であるにもかかわらず、企業という場に
おいては、企業論理に頭のなかを支配されてしまって
おり、消費者や生活者としての自分のスタンスを忘れ
てしまっている。 このままでは経験の質の向上も
QOLの向上も、生活における満足感の向上も、本当
の意味では達成することが不可能である。
　現在の社会体制が不適切だからといって、社会主義
体制や共産主義体制が適切かというと、20世紀におけ
る大規模な実験の結果は、人間性の愚かしさによって

されたか、刺激なし（N）に対してなされたかを元に
して、ROC（Receiver Operating Characteristic）曲
線というものが描かれる。SDTの考え方は再認記憶
の実験にも適用されたが、その場合にはMOC（Memo-
ry Operating Characteristic）と呼ばれる。そして
ROC曲線が、刺激あり（SN）のときにあり（sn）と
答えたtrue positiveの条件付き確率p（sn|SN）と、刺
激がない（N）のにあり（sn）とこたえたfalse posi-
tiveの条件付き確率p（sn|N）を両軸にとったグラフ
で、45度線からずれた大きさによりdʼを推定する。こ
れがSDTの概要であるが、これは人間の判断に対す
る考え方に、画期的な変革を迫るものだったといえ
る。
　たとえば、3.2で述べた選挙の場面にしても、3.6で
述べた論文査読の問題にしても、現在の世の中では、
最終的には投票や判定といった形で1/0の二値的判断
を求められることになるが、それは反応閾によるもの
である。いいかえれば、その背後には「この候補者、
あまり気が進まないけど、これにするか」とか「この
候補者が絶対にいいと思う」といった微妙な心理状態
の違いが存在しており、同じ投票行動をとったとして
も、その際に確信度評定を求めれば、その値は違った
ものであった筈である。つまり、外的に得られた判断
は反応閾によるもので、そうした判断の背後には感覚
閾が存在しており、それをこそ考慮すべきだ、という
ことになる。同時に、反応閾による判断を単に二値で
表現するのでなく、その背後にある人間心理に適合す
るように確信度をつけて表現し、また解釈しようとす
る理論であるともいえる。
　現在の投票や査読のシステムでは結局、誰かが当選
し、誰かの論文が採択され、ほかは落選したり不採択
になったりする、という単純な仕組みになっている
が、反応閾のことを考えれば、当選者や採択論文に対
して、あるグレードをつけることもできるし、また権
限に制約を付けることもできる。反対に落選者や不採
択論文についても、その水準に応じてある権限を付与
したり、要約の掲載といった処置をとったりすること
もできる。後者については、不採択の論文をショート
ペーパーに回すという処置をとっている学会もある
が、それはこの観点からすると適切なやり方だといえ
る。
　要するに、反応閾にだけもとづいた人間の判断を用
いることは、人間心理特有のロジックに適合していな
いということであり、その点で人間的な合理性を欠い
ているといえる。
　SDTは、経験工学が拠り所としうる一つのロジッ
クであるが、同じような意味で、我々の世界が抱える
問題を従来よりも適切に取り扱うことができるロジッ
クはほかにも存在しうるだろうと考える。

４．今後に向けて

　ユーザ工学にしても経験工学にしても、そうしたア
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補遺
　因みに、UXに関連した表記のウェブにおける出現
頻度（検索エンジンとしてはGoogleを使用）は付表１
のとおりである。なお、userには「ユーザー」と「ユ
ーザ」の二通りのカタカナ表記があるので、付表では
それを区別してある。
　表をみると、「UX」という表記が、欧米圏での利用
も含まれているだろうため、圧倒的多数になってい
る。「ユーザーエクスペリエンス」と「ユーザエクス
ペリエンス」が次に多かったのはいささか意外ではあ
った。また「ユーザー体験」と「ユーザ体験」は、そ
れよりもやや少なく、「ユーザー経験」と「ユーザ経
験」は最も少ない結果となっている。
　筆者は、原則として「UX」を用いているが、強い
て日本語に訳す場合には「ユーザ体験」よりも「ユー

生じる様々な弊害により、基本、どのような体制であ
っても、体制を変えるだけで世の中が、そして生活が
改善されるわけではないことは実証されている。
　いずれにせよ、利益を第一に優先する企業論理が変
化しないかぎり、ユーザ工学は活動を続けなければな
らない。そして大規模な社会システムの呪縛に人々が
覚醒し、それを変革する活動を開始するまでは、経験
工学は活動を継続しなければならないのだ。
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ザ経験」という訳語を支持している。その理由は、
「体験」という言葉は、「体験型ワークショップ」とか
「身も凍るような体験」というように、一回性のニュ
アンスが強く、何度も反復され、あるいは持続するよ
うな場合については「経験」という言葉の方が適切だ
ろうと考えるからである。
 （2016年10月19日受理）

付表１　 UXに関連した表記のウェブ出現頻度
（2016.08.11）
表記 検出度数（概数）

UX 122,000,000

ユーザーエクスペリエンス 371,000

ユーザエクスペリエンス 101,000

ユーザー体験 280,000

ユーザ体験 35,800

ユーザー経験 35,100

ユーザ経験 4,470
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